
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
◆自己都合退職トラブルとは 

退職の意思を会社に伝えようとする従業員に対し、

会社が退職を認めないという「自己都合退職トラブル」

が増加しています。「上司が面談に応じない」「退職

届を受理しない」「離職票さえ渡さない」「有給休暇

を取得させない」「辞めた場合は損害賠償請求すると

脅迫する」などがその代表例です。 

 

◆解雇トラブルの相談件数と逆転 

昨年度、都道府県労働局および労働基準監督署に寄

せられた民事上の個別労働紛争相談のうち、「自己都

合退職」は２番目に多い 38,954件でした。この件数は

直近 10 年間で増え続けており、平成 27 年度を境に

「解雇」を上回っています（厚生労働省「平成 29年度

個別労働紛争解決制度の施行状況」）。 

かつての不況下においては解雇トラブルがよくみ

られましたが、人手不足のいまは自己都合退職トラブ

ルが多い時代です。この傾向はしばらく続くでしょう。 

 

◆民法上は２週間で退職できる 

労働者は法律上、期間の定めのない雇用の場合、い

つでも雇用の解約の申入れをすることができます。ま

た、会社の承認がなくても、原則として解約の申入れ

の日から２週間を経過したとき、雇用契約は終了しま

す（民法 627 条１項）。 

就業規則の「退職」の項目においては、業務の引継

ぎ等の必要性から、「退職希望日の少なくとも１カ月

前に退職届を提出」等と規定することも多いですが、

この規定のみを理由に退職を認めないということは

できません。 

 

◆従業員の退職でもめないために 

一度退職を決意しその意思を表明している従業員

に対し、慰留・引き留めを行ったところでさほど効果

はないものですし、度を過ぎれば前述のような法的案

件にもなりかねません。くれぐれも感情的な対応はせ

ず、淡々と引継ぎや退職手続をさせましょう。 

最近では、「退職代行ビジネス」とわれる、民間企

業が本人に代わって退職手続を行うサービスを利用

して、会社との自己都合退職トラブルを防ぐ退職者も

増えています。この場合、本人と面と向かうことなく、

会話もないまま退職が完了してしまいます。 

従業員が自己都合退職に至る動機はさまざまです

が、そもそも「辞めたい」と思わせない会社づくりも

大切です。 

 

 

 
 
◆会社が通勤時の事故発生をめぐり責任追及される

ケースが増加 

10月１日、事故死したトラック運転手の遺族が、原

因は過重労働だとして会社に約１億円の損害賠償を

求める訴えを起こしました。 

同様に、通勤途中で発生した事故をめぐり会社が責

任追及されるケースが増えています。 

◆上司も書類送検されたケース 

2017 年 10 月、業務で公用ワゴン車を運転中に兵庫
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事故が発生しました。職員は、当時、参議院選挙対応

で約１カ月間休みがなく、200 時間超の時間外労働を

行っていました。2018 年４月 23 日、運転していた職

員は自動車運転処罰法違反（過失致死傷）で書類送検

され、また過労状態を知りながら運転を命じたとして、

上司も道路交通法違反（過労運転下命）で書類送検さ

れています。 

 

◆裁判で和解が成立したケース 

2018年２月８日、横浜地方裁判所川崎支部において、

ある事件の和解が成立しました。この事件は、バイク

で帰宅途中に居眠り運転で事故死した従業員の遺族

が、原因は過重労働だとして会社に損害賠償を求めた

もので、会社が 7,590 万円支払うこととなりました。

従業員は約 22 時間の徹夜勤務明けで、事故前１カ月

の時間外労働は約 90時間でした。 

 

◆裁判官は通勤中の会社の安全配慮義務に言及 

上記事件で、裁判所は、通勤時にも会社は社員が過

労による事故を起こさないようにする安全配慮義務

があると認定し、公共交通機関の利用を指示するなど

して事故を回避すべきであったと指摘しています。 

和解の内容には、再発防止策として勤務間インター

バル制度の導入、男女別仮眠室の設置、深夜タクシー

チケットの交付などの実施も盛り込まれました。これ

まで通勤中の事故で会社の責任を認めたものはほと

んどなかったため、会社の安全配慮義務が従業員の通

勤についても認められることを示した画期的な判断

とされています。 

 

◆「労働時間把握」だけではリスクを回避できない 

働き方改革法では、労働時間把握が使用者の義務と

して課されることとなりました。 

しかし、会社に求められるのは、省令に定める方法

により労働時間を記録等するだけでなく、過労状態で

従業員が事故を起こさないような具体的対策を講じ

ることであると認識する必要があるでしょう。 

 
 

 
 
12 日 

○ 源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便

局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 労働保険一括有期事業開始届の提出＜前月以降に

一括有期事業を開始している場合＞ 

［労働基準監督署］ 

 

15 日 

○ 所得税の予定納税額の減額承認申請書（10月 31日

の現況）の提出［税務署］ 

 

30 日 
○ 個人事業税の納付＜第２期分＞［郵便局または銀

行］ 
○ 所得税の予定納税額の納付＜第２期分＞［郵便局

または銀行］ 
○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 
○ 健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］ 
○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告

書の提出［公共職業安定所］ 
○ 外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でな

い場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞ 
［公共職業安定所］ 

 
 

～当事務所よりひと言～ 

  

今回は、「自己都合退職トラブル」等の話題を

取り上げました。 

人手不足が深刻になっている今日、従業員が

「辞めたい」と思わない会社づくりが重要にな

っています。 

ところで、当事務所の弁護士は、先日、ホス

ピタリティ検定３級を受検して参りましたが、

ホスピタリティの考え方は、「辞めたい」と思わ

ない会社づくりのための従業員満足にも繋が

ると感じました。 

一方で、弁護士としての法律的視点だけでは、

ホスピタリティの考え方は欠如しがちである

ことも痛感させられました。 

今後とも、法律的視点だけでなく、中小企業

診断士・産業カウンセラーとしての経営や心理

の知見の専門性を高めることで、紛争解決やト

ラブル予防のためのホスピタリティの考えを

深め、中小企業や個人事業主の皆様の一助とな

るよう努力して行く所存です。 

11 月の税務と労務の手続提出期限 

［提出先・納付先］ 


